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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話装置が着信の発信元電話番号を電話番号データベースに自動照会するステップ、
発信元電話番号が前記データベースの許可電話番号リストにある場合に鳴動し、前記デー
タベースに登録がない場合に鳴動しないステップ、
前記鳴動しない場合、利用者に聞かれないように、電話装置が発信元へ録音メッセージを
自動送信し、自動録音を 開始し、録音後、通信を終了するステップ、
通信終了後、録音がある場合、利用者に聞かれないように、電話装置が連絡者へ自動発信
し、転送メッセージを自 動送信するステップ、
連絡者から特定の指示を受けたら、利用者に聞かれないように、電話装置が録音を自動再
生し、再生後、通信を終了するステップ、
前記鳴動する場合、利用者が応答できないときは、電話装置が発信元へ録音メッセージを
自動送信し、録音が開始され、録音後、自動で通信を終了するステップ、
録音がある場合、連絡者へ自動発信が行われるステップ
を含む、電話装置制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売等の電話を悪用した犯罪（電話悪用型犯罪）
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の被害から利用者を守るための電話装置制御方法、そのためのプログラム及び該プログラ
ムを備えた電話装置並びに防御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、「オレオレ詐欺」、「振り込め詐欺」、「儲け話詐欺」、「支払え詐欺」、「戻
します詐欺」、「うそ電話詐欺」、「なりすまし詐欺」、「手渡し詐欺」、「母さん助け
て詐欺」、「妊娠させた詐欺」、「宝くじ当選番号等の特定情報提供詐欺」、「還付金等
詐欺」、「架空請求詐欺」、「金融商品取引詐欺」、「電話de詐欺」等と名付けられた様
々な手口の特殊詐欺が横行している。
【０００３】
　これらは、首謀者が被害者と直接会わず、電話やパンフレットなどを使って被害者と接
触し、電話で指示して被害者から現金やキャッシュカードをだまし取るというものである
。
【０００４】
　また、強引に健康食品などの商品を送りつける悪質な電話勧誘販売による被害も後を絶
たない。
【０００５】
　これらの被害者の多くは、高齢者である。
【０００６】
　これまでの電話機は、ナンバーディスプレイを利用して、電話を掛けてきた相手の名前
を音声で知らせたり、相手に名前を名乗るようメッセージを流したり、相手を色分けして
ＬＥＤで知らせたり、非通知をお断りするメッセージを流したり、警告メッセージを流し
て通話を自動で録音したり、自動で通話を録音したり、迷惑電話を途中で切りやすいよう
にチャイムやメッセージを流せたりするなどの機能を有している。
【０００７】
　特許文献１は、無鳴動転送機能を有する電話装置を開示している。これは、未登録電話
装置からの着信を、着信鳴動せずに、呼を代理応答電話装置に転送し、代理応答電話装置
において第三者がその電話を受けて会話して、悪意者であるか否かを判断し、悪意者でな
いと判断した場合、再度、その着信(呼)を代理応答電話装置から折り返し転送（この折り
返し転送の際には、着信鳴動して知らせる）することによって、利用者が無防備に悪意呼
に出ることを防止し、利用者を特殊詐欺や強引・強迫・威圧的な電話勧誘販売等の被害か
ら守るというものである。
【０００８】
　このほかにも、特殊詐欺対策のための電話装置や方法に関する特許出願が多くなされて
いる。しかしながら、実用化に至ったものはまだない。
【０００９】
　平成２６年上半期の特殊詐欺による被害総額は２６８億円であり、昨年の同期と比べて
５割増加している。
【００１０】
　このように、特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売などのような電話を悪用した犯罪（電話悪
用型犯罪）に対し緊急に対策が必要であるにもかかわらず、未だ有効な手立てがない状況
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－２８７９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、市販の一般家庭向け電話装置および電気通信事業者の設備やシステムに備わ
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っている機能を使って、利用者、特に高齢利用者が電話を使った犯罪、特に、悪質な電話
勧誘販売や特殊詐欺等の被害に遭わないようにするための手だて、すなわち、電話制御方
法、そのためのプログラムおよび該プログラムを備えた電話装置並びに防御方法を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、電話装置が、利用者の知っている人からの着信の場合は鳴動及び／または表
示により着信を利用者に知らせるが、利用者の知らない人からの着信の場合は鳴動も表示
もしないで着信を利用者に知らせない一方、留守番電話が利用者に気づかれないようにそ
の着信に応答し、留守番電話に知らない人が録音を残した場合、連絡者にその録音を知ら
せるように作動する、電話装置の制御方法、および該制御方法を電話装置に実行させるプ
ログラム、並びに該プログラムを有する電話装置に関する。
【００１４】
　さらに、電話が利用者の知っている人からの場合、着信を利用者に知らせるが、知らな
い人からの場合、着信を知らせないことによって、利用者が知らない人からの電話に出な
いようにし、留守番電話に知らない人からのメッセージがある場合、連絡者が知らない人
からの着信とメッセージを利用者に知らせる、電話悪用型犯罪に対する防御方法に関する
。
【００１５】
本発明は、
[１]　電話装置が着信の発信元電話番号を電話番号データベースに自動照会するステップ
、
発信元電話番号が前記データベースの許可電話番号リストにある場合に鳴動し、前記デー
タベースに登録がない場合に鳴動しないステップ、
前記鳴動しない場合、利用者に聞かれないように、電話装置が発信元へ録音メッセージを
自動送信し、自動録音を開始し、録音後、通信を終了するステップ、
通信終了後、録音がある場合、利用者に聞かれないように、電話装置が連絡者へ自動発信
し、転送メッセージを自動送信するステップ、
連絡者から特定の指示を受けたら、利用者に聞かれないように、電話装置が録音を自動再
生し、再生後、通信を終了するステップ
を含む、電話装置制御方法；
[２]　上記[１]に記載の電話装置制御方法を電話装置に実行させるプログラム；
[３]　上記[１]に記載の電話装置制御方法および上記[２]に記載のプログラムを有する、
電話装置；
[４]　電話番号データベースに登録がない電話番号からの着信に対して、電話装置が鳴動
しないで利用者に聞かれないように録音メッセージで応答するステップ、
前記着信の発信元が録音を行った場合、電話装置が利用者に聞かれないように連絡者へ自
動発信を行い、転送メッセージを送信するステップ、
連絡者が前記自動発信を受信した後に、連絡者が利用者に前記録音を知らせるステップ、
を含む、電話悪用型犯罪に対する防御方法；
に関する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、新たな機能や装置を必要とせず、市販の一般家庭向け電話装置および電気通
信事業者のシステムに備わっている機能や装置を使用しているので、迅速に安価に実施で
きる。また、本発明は、電話悪用型犯罪を防ぐだけでなく、利用者が特に高齢者の場合、
利用者の安否確認に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の電話制御方法のフローチャートである。
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【図２】図２は、未登録発信元から利用者宛てに録音があった場合の電話制御方法のフロ
ーチャートである。六角形・点線枠ボックスは、連絡者側の作業を示す。
【図３】図３は、連絡者側が利用者宛ての録音を確認した後のフローチャートである。六
角形・点線枠ボックスは、連絡者側の作業を示す。
【図４】図４は、連絡者が自分の電話装置に転送メッセージの録音があることを確認した
後のフローチャートである。六角形・点線枠ボックスは、連絡者側の作業を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明において使用する「電話」とは、音声を電気信号に変換し、これを離れた場所に
いる相手に伝え、お互いが会話できるようする通信手段を意味し、有線の電話、いわゆる
固定電話（ひかり電話、ケーブル電話、ＩＰ電話など）、無線の電話、いわゆる携帯電話
（ＰＨＳを含む）などである。そして、「通信」は、電話通信を意味する。
【００１９】
　本発明において使用する「電話装置」とは、電話機能を有する１つの機器や設備を意味
し、固定電話用電話装置であっても携帯電話用電話装置（フューチャーフォン、スマート
フォン、ＰＨＳ等）であってもよい。また、電話機能のほかにファクシミリ機能、コピー
機能、プリンター機能などを備えた複合機であってもよい。また、複数の機器や設備から
なるシステムであってもよい。さらに、電気通信事業者における電話事業を行うためのシ
ステム（通信設備やサーバーなど）であってもよい。ここで、電気通信事業者とは、固定
電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社の総称である。
【００２０】
　本発明において使用する「利用者」とは、電話の受信者であって、電話を使った犯罪の
標的となりやすい人、特に、悪質な電話勧誘販売や特殊詐欺に対する対策をとっておく事
が好ましい人、より特に高齢の人を意味する。ここで、高齢の人は、５５歳以上、６０歳
以、６５歳以上、７０歳以上の人である。
【００２１】
　本発明において使用する「着信」および「発信」とは、電話を受ける（受信）ことおよ
び電話を掛けることを意味する。
【００２２】
　本発明において使用する「発信元」とは、利用者へ、外から電話（いわゆる、内線電話
でない）を行う者またはその者が使用する電話装置または電話番号を意味する。
【００２３】
　本発明において使用する「電話番号データベース」とは、１以上の電話番号を記憶した
データベースを意味する。電話番号データベースは電話装置の内部の装置に備わっていて
も外部の装置に備わっていてもよい。好ましくは内部に備わっている。
【００２４】
　電話番号は、着信を許可する電話番号（許可電話番号）、着信を拒否する電話番号（拒
否電話番号）、連絡者の電話番号（連絡者電話番号）等として電話番号データベースに登
録されることが好ましい。利用者の知っている人を許可登録することが好ましい。場合に
より、拒否登録してもよい。利用者の知らない人を登録しないことが好ましい。
【００２５】
　連絡者電話番号は、許可電話番号としても同時に登録されることが好ましい。
【００２６】
　拒否電話番号は、電話番号データベースに登録せず、未登録電話番号として処理しても
よい。
【００２７】
　電話番号データベースに記憶される電話番号の数は、限定されないが、装置の記憶容量
に依存し、利用者１人当たり５０件以上、好ましくは１００件以上、より好ましくは５０
０件以上、さらに好ましくは１０００件以上である。許可電話番号の数は、限定されない
が、利用者１人当たり１０件以上、好ましくは５０件以上、より好ましくは１００件以上
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、さらに好ましくは５００件以上である。拒否電話番号の数は、限定されないが、０件以
上、好ましくは５件以上、より好ましくは１０件以上、さらに好ましくは５０件以上であ
る。連絡者電話番号の数は、限定されないが、１件以上、好ましくは３件以上、より好ま
しくは５件以上、さらに好ましくは１０件以上である。
【００２８】
　本発明において使用する「自動照会」とは、電話番号データベース内に発信元電話番号
と一致する電話番号が存在するか否かを自動で調べることを意味する。自動照会は、電話
装置の内部の装置で行われても外部の装置で行われてもよい。好ましくは内部で行われる
。
【００２９】
　本発明において使用する「発信元電話番号が前記データベースの許可電話番号リストに
ある」とは、発信元電話番号と一致する電話番号が電話番号データベース内に許可電話番
号として登録されていることを意味する。
【００３０】
　本発明において使用する「前記データベースに登録がない」とは、発信元電話番号と一
致する電話番号が電話番号データベース、例えば許可電話番号リストおよび連絡者電話番
号リスト並びに（拒否電話番号が電話番号データベースに登録されている場合は）拒否電
話番号リストに無いことを意味する。
【００３１】
　本発明において使用する「鳴動」とは、電話装置が音を発したり、振動したりすること
を意味する。好ましくは、着信があった時に電話装置がそれを利用者に知らせるために音
（いわゆる、呼音）を発したり、振動したりすることを意味する。
【００３２】
　本発明において使用する「利用者に聞かれないように」とは、電話装置からの音を利用
者に聞かれないようにすることを意味し、電話装置が自動で行う作動を利用者に気づかれ
ないようにするためである。そのため、音は利用者に聞こえないレベルであればよいが、
好ましくは、電話装置のスピーカーから音が発生しない。
【００３３】
　また、利用者が着信や作動を知るのは、主に音（呼音、音声、振動音や作動音）による
が、多くの電話装置は、鳴動以外にも点灯、点滅、色分け等の光表示や文字表示によって
も着信や電話装置の作動を利用者に知らせる機能を有している。よって、これら表示を行
わないことによっても、利用者に着信や作動を気づかれないようにすることが好ましい。
音を聞かれないだけでなく光や文字も表示しないことにより、作動していないかのごとく
作動して、許可登録電話番号以外からの着信、留守番電話応答、自動送信、自動録音、自
動発信、自動転送、自動再生を利用者に知られないようにすることが好ましい。
【００３４】
　本発明において使用する「録音メッセージを自動送信」とは、録音を案内するメッセー
ジが自動で流れて、録音を行うかどうかを発信元に知らせることを意味する。「録音メッ
セージを自動送信」は、電話装置の内部の装置から行われても外部の装置から行われても
よい。
【００３５】
　本発明において使用する「自動録音を開始」とは、録音メッセージの終了後、自動で録
音装置が起動し、音（無音を含む）を録音することを意味する。録音は電話装置の内部の
装置で行われても外部の装置で行われてもよい。なお、録音装置が起動するまでに通信が
切れた場合、録音は開始されない。
【００３６】
　本発明において使用する「録音後、通信を終了」とは、録音装置が一定時間稼働後に自
動で録音を終了し、電話装置が自動で通信を切ること、または、発信元が通信を切ること
によって録音と通信が自動で終了することを意味する。
【００３７】
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　一定時間は、録音容量に依存し、限定されないが、発信元１件当たり（１件当たりの録
音時間）２分以下、５分以下、１０分以下、３０分以下、６０分以下である。
【００３８】
　本発明において使用する「連絡者」とは、利用者の電話装置に録音があったときに、録
音の存在および／または録音内容を知らせる相手先であり、また、録音の存在および／ま
たは録音内容を利用者に知らせる者である。
【００３９】
　連絡者は、利用者の関係者であり、利用者の関係者には、利用者の親族（利用者の６親
等以内の血族および姻族、特に利用者の子供、孫、兄弟、甥、姪）、利用者の友人や知人
および利用者またはその親族から依頼された者（たとえば、ソーシャルワーカー、ケアマ
ネージャー、相談員、生活援助員、介護人、世話人、後見人、弁護士など）、団体（たと
えば、地方公共団体、高齢者の福祉や介護に業務上関係のある機関や団体など）および会
社（たとえば、セキュリティー会社など）などが含まれる。
【００４０】
　本発明において使用する「録音がある」とは、録音装置に発信元が利用者のために残し
た何らかの録音があることを意味する。
【００４１】
　本発明において使用する「連絡者へ自動発信」とは、電話番号データベース内の連絡者
電話番号の１つへ自動で発信を行うことを意味する。連絡者へ自動発信は、電話装置の内
部の装置から行われても外部の装置から行われてもよい。
【００４２】
　発信は、連絡者が応答するまで複数回行ってもよい。例えば、１分間に３回、３０分間
隔で３回かけ直す、または、１０分おきに５回かけ直すなどである。
【００４３】
　また、連絡者電話番号が複数あり、順位づけされている場合、順番に発信を行ってもよ
い。例えば、１番目に発信して、連絡者が応答しない場合には、発信を終了して、２番目
に発信を行い、これを、登録されている最後の順番まで行う。
【００４４】
　本発明において使用する「転送メッセージを自動送信」とは、連絡者が応答したときに
、録音の存在の案内と録音を再生するのための指示を求めるメッセージ(転送メッセージ)
を自動で流して連絡者に知らせることを意味する。
【００４５】
　連絡者が応答とは、連絡者の本人が直接応答するだけでなく録音機能による応答も含み
、連絡者の電話装置が録音機能で応答したときも、転送メッセージを自動で流し、連絡者
の電話装置に録音する。転送メッセージの自動送信は、電話装置の内部の装置から行われ
ても外部の装置から行われてもよい。
【００４６】
　本発明において使用する「特定の指示を受けたら」とは、連絡者との間で事前に取り決
められた指示（たとえば、暗証番号、パスワードなど）を、連絡者の電話装置が送信（た
とえば、連絡者が自分の電話装置から暗証番号やパスワードを入力）し、利用者側の装置
がそれを確認することを意味する。たとえば、利用者からの自動発信に連絡者自身が応答
し、転送メッセージを聞いた後に特定の指示を連絡者が送信（キー入力）することによっ
て、利用者側の装置がそれを確認する。または、利用者からの自動発信に連絡者の電話装
置の録音機能が応答し、連絡者が転送メッセージの録音を聞いた後に、連絡者が利用者に
発信し、利用者側の録音メッセージが流れている間に特定の指示を送信（キー入力）する
ことによって利用者側の装置に確認される。
【００４７】
　本発明において使用する「録音を自動再生」とは、再生装置が録音を自動で再生して連
絡者に録音内容を知らせることを意味する。録音の自動再生は、電話装置の内部の装置で
行われても外部の装置で行われてもよい。
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【００４８】
　本発明において使用する「再生後、通信を終了」とは、再生装置が録音の再生を自動で
終了後に、電話装置が自動で通信を切ること、または、連絡者が通信を切ることによって
再生と通信が自動的に終了することを意味する。
【００４９】
　本発明において使用する「電話装置制御方法」は、一般家庭用の１つの電話装置を制御
する方法であっても、電気通信事業者における電話サービスを提供するシステム（サーバ
ーや通信設備など）を制御する方法であってもよい。また、電話装置が有する複数の機能
・モードの中の１つ（たとえば、電話悪用型犯罪防御機能・モード）として電話装置に備
わっていても、電話装置全体がこの制御方法によって制御されていてもよい。
【００５０】
　本発明において使用する「プログラム」とは、本発明の電話装置制御方法のステップ（
手順）を電話装置に実行させるためのプログラムを意味し、１つの電話装置用のプログラ
ムであっても、電気通信事業者におけるシステム（サーバーや通信設備など）用のプログ
ラムであってもよい。
【００５１】
　本発明の電話装置は本発明の電話装置制御方法やプログラムを設定するためのボタンを
有していることが好ましい。ボタンは１つであっても複数からなっていてもよく、専用で
あっても兼用であってもよい。ボタンは、タッチパネル方式のボタンであっても、ディス
プレイ中で操作するボタンであってもよい。
【００５２】
　本発明において使用する「連絡者が前記自動発信を受信した後」には、
（i）連絡者が転送メッセージを聞いた後；
　これは、利用者の電話装置からの自動発信に対して、連絡者が直接応答して転送メッセ
ージを聞いた後であっても、連絡者の録音機能が応答して転送メッセージの録音した後に
連絡者がその録音を聞いた後であってもよい、
または、
（ii）（i）にさらに利用者に対する録音を聞いた後；
　これは、連絡者が利用者からの自動発信に直接応答して転送メッセージの後に特定の指
示を送信し再生された録音を聞いた後であっても、利用者へ発信して録音メッセージの間
に特定の指示を送信し再生された録音を聞いた後であってもよい、
が含まれる。
【００５３】
　本発明において使用する「連絡者が利用者に前記録音を知らせる」には、
（iii）連絡者が、利用者に発信し、または、直接会って、録音のあることを利用者に知
らせる；
または、
（iv）（iii）にさらにその録音の内容を利用者に知らせる；
が含まれる。
【００５４】
　本発明において使用する「電話悪用型犯罪」とは、犯罪者が被害者と直接会うことなし
に主に電話を使って行う犯罪を意味し、特に、悪質な電話勧誘販売や特殊詐欺などを意味
する。
【００５５】
　本発明において使用する「防御方法」とは、見知らぬ人からの着信に対して利用者が不
用意に直接出ることがないようすることで悪意者（特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売などの
電話悪用型犯罪を行う者）から利用者を守る一方、連絡者が利用者に見知らぬ人からの録
音を知らせることで善意者からの連絡を利用者が取り逃がすことがないようにする方法で
ある。
【００５６】
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　本発明の電話制御方法および防御方法は、紙や電子版の形態の説明書で説明されること
が好ましい。
【００５７】
　本発明の電話装置制御の手順を図１で説明する。
【００５８】
　[Ａ]　外からの着信（S101)があると、着信の発信元の電話番号が抽出（S102)される。
【００５９】
　[Ｂ]　発信元電話番号が許可電話番号として電話番号データベースに存在するか否かを
照会（判定）され、許可電話番号リスト（S103）にあれば、着信鳴動される（S104)。着
信表示（たとえば、点灯表示、点滅表示、色分け表示などの光表示や文字表示など）がさ
れてもよい。
【００６０】
　[Ｃ]　利用者が着信鳴動に応答し（S105)、会話後、電話は終了する（S106)。
【００６１】
　[Ｄ]　利用者が応答できないときは、録音メッセージが自動的に送信され、発信元が通
信を切らなければ、録音が開始され、一定時間録音した後に電話は自動で終了する。そし
て、録音を示す表示（たとえば、点滅表示など）が行われる。一方、発信元が録音開始前
に通信を切れば録音されることなく電話は終了する。許可電話番号からの録音がある場合
、連絡者への自動発信が行われてもよいが、行わないほうが好ましい。
【００６２】
　ここで、録音メッセージは、限定されないが、たとえば「ただいま電話に出ることがで
きません。ピーッとなりましたらお名前、ご用件、お電話番号をお話し下さい」、「ただ
いま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前、ご用件、お電話番号をお話
し下さい」などがあげられる。
【００６３】
　[Ｅ]　 着信の発信元電話番号が許可電話番号リストおよび（電話番号データベースに
設ける場合）拒否電話番号リストになければ（S111）、着信鳴動することなく（S112)、
利用者に聞かれないように（好ましくは着信表示もしないで利用者に気付かれることなく
）、録音メッセージを送信（S113)し、発信元が通信を切らなければ、録音が開始（S114
）され、一定時間録音した後に電話は自動で終了する（S115）。一方、発信元が録音開始
前に通信を切れば録音されることなく電話は終了する（S116）。
【００６４】
　着信鳴動しないので、呼音は利用者に聞こえないが、受話器を通して呼音を発信元が聞
くことができるようにしてもよい。録音メッセージを送信するまでの呼音の回数は、限定
されないが０～３０回、好ましくは５～２５回に、より好ましくは１０～１５回である。
【００６５】
　発信元に送信する録音メッセージや録音の際の音や発信元の声も、利用者に聞こえない
ようにすることが好ましい。また、これら作動における表示も行わないことがより好まし
い。
【００６６】
　電話終了後、録音の存在を示す表示（たとえば、点灯や点滅表示、文字表示など）は行
わない方が好ましいが、あってもよい。録音表示があって、利用者がその表示に気づいて
録音を再生したとしても、利用者が直接発信元と話さないので、悪意者の話術に騙される
危険性は低いし、また、後ほど連絡者から利用者に連絡があるので、利用者が録音内容を
勝手に判断してしまう危険も低い。
【００６７】
　[Ｆ]　非通知電話、公衆電話から着信、表示圏外からの着信の場合は、着信鳴動するこ
となく（好ましくは着信表示もしないで）、音声メッセージを送信して終了する。但し、
音声メッセージの内容は、それぞれで異なる。
【００６８】
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　非通知電話であれば、通知状態でかけ直すメッセージを送信する。たとえば、限定され
ないが、「あなたの電話番号は通知されておりません。おそれいりますが、電話番号の前
に「１８６」をつけてお掛け直しください」などである。
【００６９】
　公衆電話であれば、公衆電話以外でかけ直すメッセージを送信する。たとえば、限定さ
れないが、「公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から
お掛け直しください」などである。
【００７０】
　表示圏外の電話であれば、表示圏内でかけ直すメッセージを送信する。たとえば、限定
されないが、「表示圏外からの電話はおつなぎできません。おそれいりますが、表示圏内
からお掛け直しください」などである。
【００７１】
　また、非通知電話、公衆電話から着信、表示圏外からの着信も、未登録電話番号からの
着信として着信鳴動をすることなく（好ましくは着信表示もしないで）、録音で対応して
もよい。
【００７２】
　[Ｇ]（電話番号データベースに拒否電話番号を設ける場合）着信の発信元電話番号が拒
否電話番号リストにあれば（S107)、着信鳴動することなく（好ましく着信表示もしない
で）（S108)、拒否メッセージを送信し（S109)、電話は終了する（S110)。
【００７３】
　ここで、拒否メッセージは、限定されないが、たとえば「おそれいりますが、この電話
はお受けすることができません」や「おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつな
ぎできません」などがあげられる。
【００７４】
　なお、電話番号データベースに拒否電話番号リストを設けないならば、拒否電話番号か
らの着信も未登録電話番号からの着信として処理してよい。
【００７５】
　次に、上記 [Ａ]～[Ｇ]が、市販の一般家庭向け電話装置に備わっている機能及び簡単
な改良によって実施され得ることを説明する。
【００７６】
　[Ａ]は、ナンバーディスプレイサービスの利用と市販の一般家庭向け電話装置のナンバ
ーディスプレイに対応した機能により実施され得る。
【００７７】
　ナンバーディスプレイサービスとは、当業者に周知のＮＴＴ（日本電信電話株式会社）
が提供するサービスであり、発信元の電話番号を抽出し、その番号をナンバーディスプレ
イに対応した電話装置の表示部（ディスプレイ）に表示するサービスである。　
　[Ｂ]は、市販の一般家庭向け電話装置の次の機能によって実施され得る。
【００７８】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、ナンバーディスプレイサービスを利用して、電
話装置の電話帳に登録している相手から着信があると電話帳の該当する名前を呼び上げる
機能（「着信読み上げ」）や表示する機能を有している。また、「おやすみモード」にお
いて、電話帳に登録した特定の番号の着信だけ着信音を鳴らす機能や表示する機能「おや
すみ特定着信」を有している。ここで、「おやすみモード」とは利用者がおやすみになり
たいときや、静かにすごしたいときに、着信があっても音を鳴らさないようし、留守番電
話が音をスピーカーから出さずに応答する機能である。
【００７９】
　同様に、シャープ株式会社製の電話装置も、ナンバーディスプレイサービスを利用して
、電話帳に登録された相手から着信があると登録された情報（名前など）を音声で知らせ
る機能や表示する機能（「誰からコール」）を有している。また、電話帳に登録した相手
の着信だけを鳴らす機能や表示する機能（「選んで着信」）を有している。
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【００８０】
　よって、[Ｂ]の、発信元電話番号を電話番号データベースに照会し、登録されている電
話番号と一致したときに着信鳴動や表示するは、これらの機能によって実施され得る。
【００８１】
　[Ｃ]は、通常の電話装置における利用者の動作である。
【００８２】
　[Ｄ]は、市販の一般家庭向け電話装置の留守番電話機能によって実施され得る。
【００８３】
　[Ｅ]は、市販の一般家庭向け電話装置の次の機能によって実施され得る。
【００８４】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、「おやすみモード」において「おやすみ特定着
信」を設定した場合、「おやすみ特定着信」に登録した着信だけが鳴り、それ以外は鳴ら
ずに留守番電話が応答する機能を有している。そして、「おやすみモード」における録音
では、応答メッセージおよび録音の音はスピーカーから聞こえない。
【００８５】
　同様に、シャープ株式会社製の電話装置も、「おやすみモード」において「選んで着信
」を設定した場合、「選んで着信」に登録した着信だけがなり、それ以外は鳴らずに留守
番電話が応答する機能を有している。そして、「おやすみモード」における録音では、応
答メッセージおよび録音の音はスピーカーから聞こえない。
【００８６】
　よって、 [Ｅ]の、未登録電話番号であれば、着信鳴動することなく、利用者に聞かれ
ないように録音メッセージを送信し、発信元の音声を録音した後、電話を終了するは、こ
れらの機能によって実施され得る。また、未登録電話番号からの着信であれば表示（たと
えば、点灯や点滅表示、文字表示など）しないように改良することで、表示しないことは
実施され得る。
【００８７】
　[Ｆ]は、市販の一般家庭向け電話装置の次の機能によって実施され得る。
【００８８】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、呼音を鳴らさずにメッセージを流し、自動的に
電話を切る機能（非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否）および留守番電話で受ける機
能を有している。
【００８９】
　同様に、シャープ株式会社製の電話装置は、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを
流し、自動的に電話を切る機能（非通知／公衆電話／表示圏外お断り）を有している。
【００９０】
　同様に、パイオニア株式会社製の電話装置は、呼出音を鳴らさずにガードメッセージを
流し、自動的に電話を切る機能（非通知ガード／公衆電話ガード／表示圏外ガード）を有
している。
【００９１】
　同様に、ブラザー工業株式会社製の電話装置は、着信音を鳴らさずにメッセージを流し
、自動的に電話を切る機能（非通知着信拒否、公衆電話拒否、表示圏外拒否）を有してい
る。
【００９２】
　同様に、ユニデン株式会社製の電話装置は、呼出音を鳴らさずにメッセージを流し、自
動的に電話を切る機能（非通知着信拒否／公衆電話着信拒否／表示圏外着信拒否）を有し
ている。
【００９３】
　よって、 [Ｆ]の、発信元が非通知、公衆電話、表示圏外である場合に着信鳴動するこ
となく音声メッセージを送信して電話を自動的に終了するは、これらの機能によって実施
され得る。また、非通知、公衆電話、表示圏外からの着信であれば表示（たとえば、点灯
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や点滅表示、文字表示など）しないように改良することで、表示しないことは実施され得
る。
【００９４】
　[Ｇ]は、市販の一般家庭向け電話装置の以下の機能によって実施され得る。
【００９５】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、ナンバーディスプレイサービスを利用して、電
話帳に登録した特定の相手からの着信には呼音を鳴らさずに話し中の音を流す機能（「特
定の相手からの迷惑電話拒否」）を有している。
【００９６】
　同様に、シャープ株式会社製の電話装置も、電話帳に登録した特定の番号の着信は音を
鳴らさずに、お断りメッセージを流し、自動的に電話を切る機能（「迷惑電話お断り」）
を有している。
【００９７】
　同様に、パイオニア株式会社製の電話装置も、登録したガードしたい番号からかかって
くると呼出音を鳴らさずにガードメッセージを流し、自動的に電話を切る機能（「特定番
号ガード」）を有している。
【００９８】
　同様に、ブラザー工業株式会社製の電話装置も、電話帳に電話番号を迷惑電話として指
定すると、着信があっても相手には呼音が聞こえているが着信音はならない機能を有して
いる。
【００９９】
　同様に、ユニデン株式会社製の電話装置も、登録した着信拒否したい番号からかかって
くると呼出音を鳴らさずにメッセージを流し、自動的に電話を切る機能（「指定番号着信
拒否」）を有している。
【０１００】
　よって、[Ｇ]の、発信元の電話番号が電話帳に着信拒否の電話番号として登録された電
話番号と一致した場合、着信鳴動することなく、着信拒否メッセージを送信して電話を自
動的に終了するは、これらの機能によって実施され得る。また、着信拒否からの着信であ
れば表示（たとえば、点灯や点滅表示、文字表示など）しないように改良することで、表
示しないことは実施され得る。
【０１０１】
　次に、利用者に対し未登録発信元が録音を残した場合（S114）の手順を図２で説明する
。
【０１０２】
　[Ｈ]　利用者に録音を残して通信が終了した後（S201、S115）、登録されている連絡者
に自動発信が利用者に聞かれないように行われる（S202）。また、表示（たとえば、点灯
や点滅表示、文字表示など）も行わないことが好ましい。
【０１０３】
　なお、許可電話番号からの着信において利用者が応答しないで録音された場合、録音が
あっても連絡者に自動発信しないことが好ましいが、してもよい。許可電話番号からの録
音によって自動発信がなされても、その後の手順は未登録発信元が録音を残した場合と同
じであり、連絡者において利用者からの着信が増えるだけで支障はない。また、高齢利用
者の場合、在宅にもかかわらず呼出に出られなかったことは利用者に問題が発生している
恐れがあり、連絡者への発信は利用者の安否確認になる。
【０１０４】
　連絡者がこの自動発信に直接応答する（S203）と、録音の存在および録音再生のための
特定の指示の送信（たとえば、暗証番号やパスワードをキー入力する等）を伝える転送メ
ッセージが利用者に聞こえないように送信される（S204）。転送メッセージは、スピーカ
ーから出ないことが好ましい。また、表示（たとえば、点灯や点滅表示、文字表示など）
も行わないのが好ましい。
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【０１０５】
　かかるメッセージには、たとえば、限定されないが、特定の指示が暗証番号入力の場合
「新しい録音があります。録音を再生しますので、暗証番号を入力してください」などが
あげられる。
【０１０６】
　連絡者が、転送メッセージに従って、予め登録されている特定の指示を送信する（S205
）と、利用者に聞こえないように録音が再生され（S206）、その後電話は終了する（S208
）。再生の音は、スピーカーから出ないことが好ましい。また、表示（たとえば、点灯や
点滅表示、文字表示など）も行わないのが好ましい。
【０１０７】
　これにより、連絡者は利用者に対して残された録音内容を確認することができる（S207
）。
【０１０８】
　一方、連絡者が、特定の指示を送信しない場合、連絡者は録音の存在を知るだけである
。なお、後で、録音内容を確認したい場合は、後述する図４の「連絡者が利用者へ非表示
発信」（S408）以降の手順により録音を聞くことができる。
【０１０９】
　また、連絡者が連絡者電話装置の録音機能により応答した場合（S209)も、上記転送メ
ッセージが自動で利用者に聞かれないように送信され（S210）、録音されて（S211）、電
話は終了する（S212)。
【０１１０】
　連絡者は、録音された転送メッセージを再生することで、利用者の電話装置に録音があ
ることを知ることができる（S213）。
【０１１１】
　次に、上記 [Ｈ]が市販の一般家庭向け電話装置に備わっている機能で実施され得るこ
とを以下で説明する。
【０１１２】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、外出の際、自宅の電話装置に新しい録音がされ
ると、予め登録した外出先の携帯電話等に自宅の電話装置が無音で自動的に電話をかけ、
外出先の携帯電話等が応答すると転送メッセージを自動で流し（自宅の電話装置のスピー
カーから転送メッセージは聞こえない）、このメッセージの後に予め登録してある暗証番
号やパスワードが入力されると、自宅の電話装置が録音を自動再生（スピーカーから再生
音は聞こえない）し、録音内容を聞くことができる機能（「留守用件転送」）を有してい
る。
【０１１３】
　ブラザー工業株式会社製の電話装置も、同様の機能（「留守番転送」）を有している。
【０１１４】
　よって、 [Ｈ]の、録音があると、連絡者に自動発信を行い、利用者に聞かれないよう
に転送メッセージを送信し、特定の指示を受信すると、利用者に聞かれないように録音を
再生するは、これらの機能によって実施され得る。また、自動発信、特定指示受信や録音
再生の際に表示（たとえば、点灯や点滅表示、文字表示など）しないように改良すること
で、表示しないことは実施され得る。
【０１１５】
　次に、連絡者が利用者あての録音の存在、またさらに録音内容を確認した（S207）後の
手順を図３で説明する。
【０１１６】
　連絡者は、転送メッセージを聞き、利用者あての録音の存在、またさらに録音内容を確
認した後（S301)、それを知らせるために利用者へ発信する（S302）。連絡者の電話番号
は電話番号データベースに許可登録されているので、着信鳴動や表示が行われ（S303）、
利用者が応答（S304）したら、連絡者は録音の存在、またさらに録音内容を利用者に知ら
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せ（S305）、電話を終了する（S307）。電話終了後、利用者は、自ら録音を再生して内容
を聞いてもよい。
【０１１７】
　これにより、利用者は見知らぬ人から電話があってもそれを知ることができる（S306）
。
【０１１８】
　この発信元が善意者であるならば、この発信元へ発信してもよい。また、電話番号デー
タベースに許可電話番号として登録してもよい。これにより、次回からこの発信元からの
着信は鳴動や表示されるようになる。
【０１１９】
　また、連絡者電話装置に残された転送メッセージの録音を聞いた（S213）後の手順を図
４で説明する。
【０１２０】
　[Ｉ]　連絡者は、連絡者電話装置に録音された転送メッセージを再生確認（S401）後、
利用者へ発信する。
【０１２１】
　発信の際、連絡者が、録音があることを利用者に知らせるだけであれば、通常の発信（
電話番号を表示した発信）を行う（S402）。連絡者の電話番号は電話番号データベースに
許可登録されているので、着信鳴動や表示され（S403）、利用者が応答（S404）したら、
連絡者は録音があることを利用者に知らせて（S405）、電話を終了する（S406）。利用者
は、自身で録音を再生して、録音内容を知ることができる（S407）。
【０１２２】
　連絡者が、利用者あての録音内容を確認するのであれば、利用者へ発信する際に非表示
発信（電話番号の前に184を付加する）を行う（S408）。これにより、連絡者からの着信
は、無鳴動（S409）や無表示となり、利用者に聞かれない（好ましくは気づかれない）よ
うに録音メッセージが応答する（S410）ので、このメッセージの間に予め登録してある特
定の指示を送信する（S411）。これにより、録音は利用者に聞かれない（好ましくは気づ
かれない）ように再生（S412）され、連絡者は利用者あての録音内容を確認することがで
きる（S413）。
【０１２３】
　その後は、図３における連絡者が利用者電話装置の録音内容を確認した後と同じく、連
絡者は利用者に電話をかけて録音を知らせる。
【０１２４】
　次に、上記 [Ｉ]が市販の一般家庭向け電話装置に備わっている機能及びその簡単な改
良で実施され得ることを以下で説明する。
【０１２５】
　パナソニック株式会社製の電話装置は、外出先から自宅の電話装置に電話をかけ、留守
番電話の応答メッセージ（スピーカーから応答メッセージは聞こえない）が流れている間
に、予め登録してある暗証番号を入力することで、自宅の電話装置内にある録音を再生（
スピーカーから再生音は聞こえない）して、録音内容を聞く機能（「外出先から留守録を
聞く」）も有している。
【０１２６】
　シャープ株式会社製の電話装置も、同様な機能（「リモート操作」）も有している。
【０１２７】
　ブラザー株式会社製の電話装置も、同様な機能（「リモコン機能」）も有している。
【０１２８】
　パイオニア株式会社製の電話装置も、同様な機能（「リモコン操作」）も有している。
【０１２９】
　ユニデンア株式会社製の電話装置も、同様な機能（「外出先から留守番電話を操作する
」）も有している。
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【０１３０】
　よって、 [Ｉ]の、連絡者が利用者電話装置の録音内容を確認するは、これらの機能に
よって実施し得る。また、着信、特定指示受信や録音再生の際に表示（たとえば、点灯や
点滅表示、文字表示など）しないように改良することで、表示しないことは実施され得る
。
【０１３１】
　通話接続処理（発信／通話／切断）は、通常の電話装置と同じである。　
　次に、各社の市販の一般家庭向け電話装置における本発明のための各機能を説明する。
【０１３２】
　各社の電話装置は、着信の電話番号を知らせるナンバーディスプレイ機能、用件を録音
する留守番電話機能、外出先から自宅の留守番電話を聞く機能を有している。
【０１３３】
　パナソニックス株式会社製の市販の一般家庭向け電話装置（たとえば、ＫＸ－ＰＤ７０
３ＵＤ）は、着信呼出音を鳴らさないようにする「おやすみモード」機能、「おやすみモ
ード」において登録した特定の着信だけ鳴動させる「おやすみ特定着信」機能および録音
がなされた場合には外出先の自分の携帯電話等に連絡する「留守用件転送」機能を有して
いる。
【０１３４】
　しかし、「留守用件転送」機能は「おやすみモード」で働かない。また、表示を行う。
【０１３５】
　また、電話帳に１５０件登録できるにかかわらず「おやすみ特定着信」に登録できる件
数は９件である。
【０１３６】
　他にも、「未登録の相手からの電話を一時的に受けない」機能を有している。これは、
電話帳に登録していない相手からの電話があったとき、呼出音を鳴らさずに留守番電話で
応答する機能である。
【０１３７】
　しかし、この機能は一時的（約８時間）があり、時間が経過すると自動的に解除され、
常時設定できない。また、相手の声を聞いてから電話に出られるように留守番電話での応
答がスピーカーから聞こえるようになっている。また、表示を行う。
【０１３８】
　シャープ株式会社製の市販の一般家庭向け電話装置（たとえば、ＵＸ－９００ＣＬなど
）は、着信呼出音を鳴らさないようにする機能「おやすみモード」や登録した特定の着信
だけ鳴動させる機能「選んで着信」機能を有している。
【０１３９】
　しかし、録音があった場合にそれを他の電話装置に知らせる機能を有していない。
【０１４０】
　また、「選んで着信」に登録できる件数は電話帳に１００件登録できるにかかわらず３
０件である。また、表示を行う。
【０１４１】
　ブラザー株式会社製の市販の一般家庭向け電話装置（たとえば、ＭＦＣ－Ｊ９８００Ｄ
Ｎなど）は、「おやすみモード」や「留守録転送」機能を備えている。
【０１４２】
　しかし、「おやすみモード」において特定の着信だけを鳴動させる機能を有していない
ので、「おやすみモード」に設定するとすべての着信が鳴動しない。
【０１４３】
　また、「留守録転送」は「おやすみモード」で働かない。
【０１４４】
　パイオニア株式会社製の市販の一般家庭向け電話装置（たとえば、ＴＦ－ＦＡ７０Ｓな
ど）は、「おやすみモード」を有するが、録音があった場合にそれを他の電話装置に知ら
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せる機能を有していない。
【０１４５】
　ユニデン株式会社製の市販の一般家庭向け電話装置（たとえば、ＤＥＣＴ２２８８など
）は、就寝中や外出中に着信音を鳴らさない「サイレントモード」を有するが、登録した
特定の着信だけ鳴動させる機能の着信を有していないので、「サイレントモード」に設定
するとすべての着信が鳴動しない。また、録音があった場合にそれを他の電話装置に知ら
せる機能を有していない。
【０１４６】
　以上のように、本発明のための各機能を、市販の一般家庭向け電話装置は有しているが
、その使用目的は本発明と異なり、本発明のような使用はまったく想定されていない。
【０１４７】
　しかし、本発明を知った当業者にとって、本発明が実施可能なことは明らかである。た
とえば、以下のように電話装置の制御プログラムや設計を変更すればよい。
【０１４８】
　パナソニック株式会社の電話装置の場合、「おやすみモード」において「留守用件転送
」機能が働くようにし、「おやすみ特定着信」に登録できる件数を増やすことで本発明を
実施できる。また、「未登録の相手からの電話を一時的に受けない」機能を常時設定でき
るようにし、音声を出さずに留守番応答できるようにすることでも本発明を実施できる。
また、表示は許可登録電話からの着信や録音の際の表示を除いて行わないようにすること
で実施できる。
【０１４９】
　同様に、他のメーカーの電話装置においても、不足機能の追加やプログラムの変更によ
り本発明を実施できる。
【０１５０】
　次に、電気通信事業者が既に提供しているサービスについて説明する。
【０１５１】
　電気通信事業者は、録音を電気通信事業者のサーバーに行う留守番電話サービスを提供
している（携帯電話会社各社）。録音応答は、利用者に聞かれることなく行われる。留守
番電話に録音がある場合、携帯電話機に録音表示がなされ、サーバーに電話することで録
音を聞くことができる。
【０１５２】
　また、着信拒否したい電話番号を電気通信事業者のサーバーに登録することによって、
その電話番号からの着信を利用者に知らせることなく、お断りのメッセージを自動で流す
サービスを提供している（ＮＴＴドコモ「迷惑電話ストップサ－ビス」 ａｕ「迷惑電話
撃退サービス」、ソフトバンク「ナンバーブロック」）。
【０１５３】
　また、非通知や公衆電話からの着信を拒否するサービスを提供している。
【０１５４】
　また、予め登録した転送先に呼を転送する転送サービスを提供している（ＮＴＴ「ボイ
スワープ」、ＮＴＴドコモ「転送でんわサービス」、ａｕ「着信転送サービス」、ソフト
バンクモバイル「転送電話」、ウィルコム「着信転送サービス」、イーモバイル「転送電
話」）。転送は、利用者に聞かれることなく行われる。
【０１５５】
　このように、電気通信事業者は、市販の一般家庭向け電話装置の機能をサービスとして
提供するだけでなくそれ以上の機能のサービスも提供することができる。
【０１５６】
　したがって、本発明を知った当業者は、サーバーや通信設備のプログラムや設計を変更
することで電気通信事業者が本発明を実施できる（電気通信事業者がサービスとして提供
できる）ことを知っている。
【０１５７】
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　たとえば、次のように本発明をサービスとして提供できる。
【０１５８】
　利用者が、電気通信事業者のサーバーに着信許可する電話番号、連絡者の電話番号およ
び録音再生のための暗証番号やパスワードを登録する；
　利用者への着信があったら、サーバーで発信元電話番号と許可電話番号との照会を行い
、許可電話番号と一致すれば利用者の電話装置に着信を繋げて呼を行い、不一致であれば
利用者に着信を繋げずにサーバーの留守番電話サービスを起動する；
　留守番電話サービスに録音が残されたら、連絡者にサーバーが発信（発信指令）を行い
、連絡者が応答したら転送メッセージを送信する；
　連絡者が留守番電話サービスに暗証番号やパスワードを送信したら、録音を再生する；
というサービスである。
【０１５９】
　以下の実施例において、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【実施例１】
【０１６０】
　本発明の電話装置制御方法を実施するために、２階にあるパナソニックス株式会社製の
電話装置（品番：VE-GP03UD）１台と１階にあるシャープ株式会社製の電話装置（ファッ
ピィ、形名：UX-600CL）１台を使用した。電話装置のディスプレイを段ボールで覆って隠
した。子機は使用しなかった。
【０１６１】
　シャープ株式会社製の電話装置を、「おやすみモード」と「選んで着信」に設定した。
また、シャープ株式会社製の電話装置の電話帳に親族、知人および会社の電話番号を登録
（迷惑電話は登録していない）し、その中から「選んで着信」の呼音を鳴らす相手を登録
した。これにより、登録した人からの着信に対しては呼音が聞こえるが、それ以外からの
着信に対して呼音は聞こえなくなり（ただし、発信元に対しては受話器を通じて呼出が聞
こえる）、留守番電話が無音で応答するようになった。留守番電話が応答するまでの呼出
回数を６回とし、応答メッセージは初期設定にした。
【０１６２】
　パナソニックス株式会社製の電話装置は、呼出音量を「切」にし、スピーカー音量をゼ
ロにした。また、留守番電話に設定し、留守番電話が応答するまでの呼出回数を６回にし
、応答メッセージは自作で無音にし、発信元に聞こえる応答メッセージはシャープ社製の
電話装置だけからにした。これにより、すべての着信に対して、パナソニックス株式会社
製の電話装置から音は鳴らなくなり、留守番電話が無音で応答するようになった。また、
「留守用件転送」に設定し、転送先（連絡者）として利用者の息子の携帯電話の電話番号
と暗証番号を登録した。
 両電話装置とも迷惑電話着信拒否、非通知、公衆電話、表示圏外お断りは設定しなかっ
た。
１．「選んで着信」に登録している親族Ｍに利用者へ電話してもらった。
【０１６３】
　呼音は、パナソニック株式会社製の電話装置から聞こえないが、シャープ株式会社製の
電話装置から聞こえ、受話器を取り応答することができた。
２．「選んで着信」に登録していない親族Ｏに利用者へ電話してもらった。
【０１６４】
　呼音は両電話装置から聞こえなかった。また、両電話装置は利用者に聞こえることなく
録音を行った後、通信を終了した。
【０１６５】
　一方、電話をかけた親族Ｏ側では、受話器から呼出をしている音を聞き、留守番電話の
応答メッセージに従い、録音して電話を切っていた。
【０１６６】
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　親族Ｏからの電話が切れた後、パナソニック株式会社製の電話装置は連絡者に無音で自
動発信を行った。なお、電話装置が自動で行った連絡者への発信および転送メッセージの
音は利用者に聞こえなかった。
【０１６７】
　連絡者は、利用者（パナソニック株式会社製の電話装置）からの着信に直接応答し、転
送メッセージに従い、登録してあった暗証番号を入力し、再生を聞いて、親族Ｏからの電
話であることを確認した後、利用者に電話をかけた。なお、電話装置が自動で行った録音
再生の音は利用者に聞こえなかった。
【０１６８】
　連絡者からの着信音がシャープ株式会社製の電話装置で鳴ったので、利用者は応答し、
親族Ｏから着信があったことおよびその用件を連絡者から聞いた。
３．連絡者の録音による応答をテストするために再び親族Ｏに利用者へ電話してもらった
。
【０１６９】
　連絡者へ自動発信するまでは上記２と同じである。
【０１７０】
　連絡者は、利用者（パナソニック株式会社製の電話装置）からの着信に対し留守番電話
で応答し、転送メッセージを録音し、通信を終了した。
【０１７１】
　連絡者は、携帯電話の録音を聞いて、利用者に非通知で電話をかけ、録音メッセージが
流れている間に暗証番号を入力し、再生を聞いて、親族Ｏからの電話であることを確認し
た後、今度は普通に利用者に電話をかけ、着信の存在と用件を知らせた。
【０１７２】
　なお、電話装置が自動で行った録音メッセージおよび録音再生の音は利用者に聞こえな
かった。
４．善意の未登録者からの着信
　本発明者に市役所から着信があったが、市役所は電話装置の電話帳に登録されていなか
ったので、呼音は鳴らず、利用者が電話に出ることはなかった。
【０１７３】
　市役所からの電話は録音を残したので、連絡者の息子の携帯電話に自動発信が行われた
。
【０１７４】
　連絡者は、この着信に応答し、転送メッセージを聞き、暗証番号を入力し、再生を聞い
て、市役所からの電話であることを確認した後、利用者に電話をかけ、市役所から電話が
あったこととその用件を知らせた。
【０１７５】
　利用者は、連絡者からの電話により市役所からの電話を知り、市役所に電話をかけ、用
件に問題なく対応することができた。
５．悪意者からの着信
　録音の中には、悪意者からと思われるものは１件もなかった。このことは、利用者が悪
意者と直接会話することがないだけでなく、録音によって間接的に悪意者と接触する危険
も低いことを示している。
【０１７６】
　また、録音を残さない見知らぬ電話番号および非通知からの着信が、開始１か月は１２
件／月あったが、４か月後は６件／月に半減した。これは、悪意者からの電話の減少を示
しているかもしれない。
【０１７７】
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【表１】

【０１７８】
　表１は、開始後１６か月間の留守番電話にメッセージを残さなかった着信件数を示す。
「録音無」は、録音を残さない見知らぬ電話番号からの着信件数を表す。非通知および表
示圏外の着信で録音を残したものはなかった。この間、利用者は、許可電話番号の着信の
呼音には出るが、それ以外の着信に出ることはなかった。
【０１７９】
　開始１４か月後からは、見知らぬ人（録音を残さない見知らぬ電話番号、非通知および
表示圏外）からの着信が１～２件／月になった。非通知の着信が１１ヶ月目から急になく
なった。８ヶ月目と９ヶ月目における非通知が多かったのは、１２月である。また、録音
を残さない見知らぬ電話番号の着信から、携帯電話からの着信がなくなった。
【０１８０】
　見知らぬ人からの着信で留守番電話に録音が残されることはほとんどなかったが、問題
が起きることはなかった。このことは、見知らぬ人からの電話で要件があることはほとん
どなく、利用者に取り次がなくとも問題のないことを示している。
【０１８１】
　これらの結果より、見知らぬ人からの電話を利用者に取り次がず、録音があった場合に
のみ連絡者を介して取り次ぐようにする本発明が電話悪用型犯罪への対策として非常に有
効であることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１８２】
　本発明により、特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売などの電話悪用型犯罪を予防・防止する
ための電話装置制御方法、プログラム、電話装置および方法が提供される。
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